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千早赤阪村経済対策事業を開始しました 
令和４年１０月３１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千早赤阪村では、新型コロナウイルス感染症の影響による原油価格・物価高騰を受け、村

民生活や経済活動を支援するため、下記の事業を行っています。 

 

１．千早赤阪村応援商品券事業及びマイナンバーカード取得特典応援商品券事業 

村内の取扱店で使える 10,000円分の「千早赤阪村応援商品券」を全村民に無償配布してい

ます。また、村内の取扱店で使える 3,000円分の「マイナンバーカード取得特典応援商品券」

をマイナンバーカード取得者に無償配布しています。 

両商品券の取扱店は、村内の 75店舗が登録されています。（10月 28日時点） 

取扱店の最新情報は、村ホームページに掲載します。 

商品券の概要 

【配布する商品券の金額】10,000円（500円✕20枚綴り） 

【発行総額】50,000,000円 【配布対象予定人数】5,000人 

【配布対象者】令和 4年 9月 30日時点で住民登録がある人および令和 4年 12月 31日までに

住民登録した新生児・転入者 

マイナンバーカード取得特典応援商品券の概要 

【配布する商品券の金額】3,000円（500円✕6枚綴り） 

【発行総額】8,100,000円 【配布対象予定人数】2,700人 

【配布対象者】令和 4年 9月 30日時点でマイナンバーカード取得済の人および令和 5年 

1月 16日までに取得された人 

【両商品券利用期間】令和 4年 11月 1日（火）～令和 5年 1月 31日（火） 

 

２．水道の基本料金全額減免 

 水道料金の基本料金を４ヶ月間減免します。 

【対象】村内で給水契約を締結している全世帯、事業所 

【内容】令和 4年 10月請求分から令和 5年 1月請求分 

までの 4ヶ月間 

【基本料金】口径別（基本料金一覧表のとおり） 

【申請方法】不要 

 

 

南本斎村長コメント 

「この商品券は村内のさまざまな分野の事業者に取扱店として登録していただいており、

是非、村民のみなさまにご利用いただいて地域の活性化につなげるとともに、併せて水道

料金基本料の全額免除を実施することで、物価高騰などのあおりを受けている村民のみな

さまの生活の一助となればと期待しています。」 

 

＜お問い合わせ＞  

（商品券）              産業建設部農林商工課（担当：仲野・酒見・池田）                      

電話 0721－26－7128  

（マイナンバー取得特典）健康福祉部住民課（担当：上田・田中） 

電話 0721－26－7116 

 （水道料金）            産業建設部都市整備課（担当：下休場・矢部） 

                電話 0721－26－7138 

 

 

 

 

基本料金一覧表（1か月・税込） 

口径 基本料金 

13mm 1,298円 

20mm 1,430円 

25mm 1,683円 

30mm 4,994円 

40mm 8,877円 

50mm 16,214円 

75mm 35,684円 

 


